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（３）「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫

～投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために～の受入れを表明
した機関投資家のリストの公表（第１回）について 

 
（４）「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表につ

いて 
 
（５）「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の
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（６）「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣

府令等（案）」に対するパブリックコメントの結果等について 
 
（７）平成 25 年度金融商品取引法等改正（１年半以内施行）等に係る政令・内

閣府令等に対するパブリックコメントの結果等について 
 
（８）「外国銀行代理業務に関するＱ＆Ａ」の公表について 
 
（９）「インサイダー取引規制に関するＱ＆Ａ」の追加について 
 
（10）中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要 
 
（11）証券決済リスク削減に向けた市場関係者の取組の進捗状況について 
 
（12）保険会社に対する統合的リスク管理態勢ヒアリングの実施とその結果概

要について 
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フォトギャラリー 

財務局長会議にて挨拶する麻生大臣（7月 29日） 

財務局長会議にて挨拶する福岡大臣政務官（7月 30日） 
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（１）ＮＩＳＡ口座の利用状況等に関する調査結果の公表について 

  

 金融庁では、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）について、今般、「ＮＩＳＡ口座の開設・利

用状況等調査」及び「ＦＰ・証券営業員等の方々に対するＮＩＳＡ利用者の意識等に関するア

ンケート調査」を実施し、6月 23日、その結果について公表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＮＩＳＡは、広く国民のみなさまに投資への関心を持っていただき、長期的視点からの資産

形成を促進していくとともに、成長資金の供給拡大を図り、日本の経済成長につなげることを

目的として、平成 26年 1月から導入されました。 

 こうした中、制度導入から 3 ヶ月後の 3 月末時点で、ＮＩＳＡの総口座数は約 650 万件とな

り、総買付額は 1兆円に上るなど、ＮＩＳＡの普及は着実に進んでいると考えられます。 

 ＮＩＳＡの口座を開設した顧客の年齢層を見ると、3月末時点では、20～30歳代の割合が約

1割、60歳代以上の割合が約 6割となっています。この背景としては、制度開始当初は、高齢

者層の既存顧客による口座開設が先行したことが考えられます。 

一方で、制度開始後の 3 ヶ月間において、20～30 歳代の若年層の口座数は高い伸び率を示

しているなど、徐々に若年層の比率が高まってきています。 

（※制度導入時点からの口座数の増加率：20～30歳代 54.9％、60歳代以上 24.8％） 

 金融庁としては、今後とも投資家のすそ野を拡大していくため、若年層をはじめとした、投

資未経験者等によるＮＩＳＡの利用を促進するための取組みをしっかりと進めていきたいと考

えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トピックス 

 ○総口座数（平成 26年 3月 31日現在）は、650万 3,951口座 

  ・制度導入時点（平成 26年 1月 1日）から、約 175万口座、約 37％増加 

  ・年代別の内訳の割合は、20～30歳代 10.9％、60歳代以上 59.8％ 

 ○総買付額（制度導入時点～平成 26年 3月 31日）は、1兆 34億 4,608万円 

  ・商品別の内訳の割合は、上場株式 36.3％、投資信託 61.9％、ETF0.9％、REIT0.9％ 

  ・年代別の内訳の割合は、20～30歳代 8.5％、60歳代以上 64.9％ 

 

【調査結果の概要】 
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ＮＩＳＡ口座開設数（平成26年３月31日現在）

○ ＮＩＳＡ総口座数は、650万3,951口座 （注１）
・ 制度導入時点（平成26年1月１日）の約475万口座から、３ヶ月で約１75万口座、約37％増

○ 年代別の口座数を見ると、60歳代以上の割合は、59.8％
・ 制度導入時点の60歳以上の割合（63.4％）より3.6％低下し、50歳代以下の現役層の割合が増加

（注）１ 全金融機関に対する金融庁による調査（ＮＩＳＡ取扱金融機関 686法人）
２ 一部の金融機関では、制度導入時点（平成26年１月１日現在）の計数が把握できず、１月中の把握可能な時点での
口座数を提出していることから、本調査における口座数は、平成26年１月国税庁発表資料と乖離が生じている。

※ 国税庁発表ＮＩＳＡ口座開設件数：4,747,923件（平成26年１月１日時点）

ＮＩＳＡ口座数
１月からの
増加率

年代別比率 （参考）制度導入時点(注２)

総数 650万3,951
37.0％増

※ 国税庁発表
件数との比較

100.0％ 492万4,663 100.0％

20歳代 20万9,144 52.0％増 3.2％ 13万7,580 2.8％

30歳代 50万1,895 56.1％増 7.7％ 32万1,576 6.5％

40歳代 82万3,581 47.3％増 12.7％ 55万9,030 11.4％

50歳代 107万8,784 36.8％増 16.6％ 78万8,778 16.0％

60歳代 187万4,228 26.6％増 28.8％ 147万9,943 30.1％

70歳代 149万0,993 22.7％増 22.9％ 121万5,185 24.7％

80歳以上 52万5,326 24.3％増 8.1％ 42万2,571 8.6％ 年代別の口座開設者比率

60歳代以上は
59.8％

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代以上

ＮＩＳＡ口座における買付額（平成26年３月31日現在）

○ ＮＩＳＡ総買付額は、１兆34億4,608万円

商品別内訳は、 上場株式 3,645億1,357万円 （36.3％）
投資信託 6,212億0,822万円 （61.9％）
ＥＴＦ 91億0,417万円 （0.9％）
ＲＥＩＴ 86億2,012万円 （0.9％）

○ 年代別の買付額内訳を見ると、総買付額に占める60歳代以上の割合は、64.9％

80歳以上 687億5,684万円

70歳代 2,494億6,833万円

60歳代 3,318億3,974万円

50歳代 1,618億4,650万円

40歳代 1,060億7,500万円

30歳代 653億9,760万円

20歳代 200億6,206万円
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60歳代以上の
割合は64.9％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページ「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）が始ま

りました！」の中から「ＮＩＳＡ口座の利用状況等に関する調査結果の公表について」に

アクセスしてください。 

http://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20140623-1.html
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（２）金融モニタリングレポートの公表について 

 

金融庁では、昨年 9 月に公表した金融モニタリング基本方針において、検査と検査との間

の経済金融情勢の変化や金融機関に共通する課題に対し適切に対応することや、金融機関がよ

り優れた業務運営（ベスト･プラクティス）を目指す動きにつながることを念頭に置いた、新

たな金融検査（金融モニタリング）の基本的方向性を明らかにしました。 

金融庁では、このモニタリング方針に基づき、新しい金融モニタリングを実施してきました。

金融モニタリングレポートは、1 年間の金融モニタリングを通じて得られた検証結果や課題を

取りまとめたものであり、主な内容は、以下のとおりとなっています。 

 

１．第Ⅰ章では、金融システムとの関係が深いマクロ経済や金融市場など金融セクターを

取り巻く状況を概観し、こうした状況変化を受け、金融機関がバランス・シートをどの

ように変化させているかを確認しています。さらに、経済・市場環境やバランス･シー

トの変化が、金融機関の収益・リスク・健全性に与える影響や留意点について整理して

います。 

 

２．第Ⅱ章では、３メガバンクグループ、地域銀行、外国銀行、保険会社に対して実施

した金融モニタリングの検証結果を、業態別に「本事務年度のモニタリング内容」、「経

営概況」、「モニタリング結果」、及び「今後の課題」に整理し、記載しています。 

例えば、３メガバンクグループについては、業務の多様化・国際化が進む中での経営

管理や融資管理のあり方、また、地域銀行については、人口減少や高齢化が進む中での

持続可能なビジネスモデルの観点や地域経済の安定と地域銀行の役割等について、モニ

タリングを実施し、その結果や今後の課題等を記載しています。 

 

３．第Ⅲ章では、昨事務年度実施した水平的レビュー（類似の複数の金融機関を比較対象

として捉え、重要なテーマについて統一的目線で実態把握を行うモニタリング）におい

て取り上げた 4 つのテーマ（「経営管理」、「反社会的勢力、マネー・ロンダリングへの

対応」、「投資信託販売業務態勢」、「IT ガバナンス」）についての業態横断的なモニタリ

ング結果や今後の課題等を記載しています。 

    例えば、経営管理については、ガバナンスの担い手である各機関のうち、特に社外取

締役を含む取締役会及び執行部門、監査役及び監査役会並びに内部監査の機能発揮状況

等について、また、投資信託販売業務態勢については、投資信託販売に係る営業現場の

インセンティブや提供商品選考の考え方等について、モニタリングを実施し、その結果

や今後の課題等を記載しています。 

 

４．第Ⅳ章では、金融モニタリング方針で掲げたモニタリング手法の見直しと課題等に

関して、主な取組みや今後の課題について記載しています。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「金融モニ

タリングレポートの公表について」（平成 26年 7月 4日）にアクセスしてください。 

 

http://www.fsa.go.jp/news/26/20140704-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/20140704-5.html
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（３）「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫

～投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために～の受入れを表

明した機関投資家のリストの公表（第１回）について 

 

 金融庁に設置された「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」は、平

成 26 年 2 月 27 日に「『責任ある機関投資家』の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード

≫～投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために～」（以下、「コード」という。）を策

定・公表しています。 

 同コードにおいては、機関投資家によるコードの受入れは任意ではありますが、「受入れ表

明」をしていただいた機関投資家については金融庁がリスト化して公表し、３ヶ月毎に更新す

る仕組みとなっています。 

 これを受け、本年 5月末までに「受入れ表明」をしていただいた機関投資家のリスト（第１

回）を、平成 26年 6月 10日に公表いたしました。 

 今回、「受入れ表明」をしていただいた機関投資家について、業態別に分類した結果は、以

下のとおりです。 

 

・信託銀行等      ：6 

・投信・投資顧問会社等 ：86 

・生命保険会社         ：14 

・損害保険会社         ：5 

・年金基金等           ：12 

・議決権行使助言会社等 ：4 

（合 計）       ：127 

 

今後、金融庁では、当該リストを３ヶ月毎に更新・公表することを予定しています（具体的

には、2、5、8、11月末までの状況について、翌月上旬に更新・公表する予定です）。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「『責任ある

機関投資家』の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫～投資と対話を通じて企業

の持続的成長を促すために～の受入れを表明した機関投資家のリストの公表（第１回）に

ついて」(平成 26年 6月 10日）にアクセスしてください。 

 

 

 

金融庁では、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていく

ことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組

みを促しているところです。その一環として、ガイドラインの活用に関して、金融機関等によ

り広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表しました。 

（４）「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表に

ついて 

http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140610-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140610-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140610-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140610-1.html


 

7 

これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガ

イドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっ

ても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、

その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待しています。 

＜掲載事例＞ 

本事例集は、「経営者保証に依存しない融資の一層の促進」、「適切な保証金額の設定」、「既存

の保証契約の適切な見直し」、「保証債務の整理」の４項目で構成されています。 

 

 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「経営者保

証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表について」（平成 26 年 6 月 4

日）にアクセスしてください。 

 

 

（５）「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等

の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について 

 

金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部

改正（案）について、平成 26年 2月 25日から 3月 26日にかけて公表し、広く意見の募集を

行い、その結果等を平成 26 年 6 月 4 日に公表し、同日から適用しています。具体的な改正内

容は、以下のとおりです。 

 

１．反社会的勢力への対応に係る監督指針等の改正 

金融庁では、平成 25 年 12 月 26 日、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組み策を公

表しました。これらの取組みを推進するため、「主要行等向けの総合的な監督指針」等に

つき、以下のような構成で、(a)反社会的勢力との取引の未然防止（入口）、(b)事後チェ

ックと内部管理（中間管理）、(c)反社会的勢力との取引解消（出口）に係る態勢整備等

についての検査・監督上の着眼点を追加する、所要の改正を行いました。 

 

【総論】 

経営者保証に依存しない融資の一層の促進（１１事例）  

○経営者保証を求めなかった事例 

○経営者保証の機能を代替する融資手法を活用した事

例 

 

  適切な保証金額の設定（４事例） 

○経営者保証以外の手段による保全状況等

を考慮して、保証金額の設定、減額を行っ

た事例 

 既存の保証契約の適切な見直し（６事例） 

○保証契約の期限到来に伴い、経営者保証を解除した

事例 

○経営者の交替に際し、前経営者の保証を解除し、新

経営者から保証を求めなかった事例 等 

  保証債務の整理（２事例） 

○中小企業再生支援協議会を活用して保証

債務を整理した事例 

○事業再生 ADRを活用して保証債務を整理し

た事例  

http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140604-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140604-2.html
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(1) 組織としての対応 

(2) 反社会的勢力対応部署による一元的な管理態勢の構築 

【入口】 

(3) 適切な事前審査の実施 

【中間管理】 

(4) 適切な事後検証の実施 

【出口】 

(5) 反社会的勢力との取引解消に向けた取組み 

(6) 反社会的勢力による不当要求への対処 

 

２．上場銀行における社外取締役設置に係る監督指針の改正 

平成 25 年 12 月 13 日の「金融・資本市場活性化有識者会合」において、会社法改正や

東京証券取引所の上場規則の改正の動きを踏まえ、上場している銀行及び銀行持株会社に

ついて、監督上、独立性の高い社外取締役の導入を促すことが必要との提言がありました。

これを踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」等につき、上場銀行及び上場銀行持

株会社における経営管理（ガバナンス）態勢について、少なくとも１名以上の独立性の高

い社外取締役が確保されているかを検証することとする等、所要の改正を行いました。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から、「「主要行等

向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正（案）に対するパ

ブリックコメントの結果等の公表について」（平成 26年 6月 4日）にアクセスしてくださ

い。 

 

 

（６）「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する

内閣府令等（案）」に対するパブリックコメントの結果等について  

 

金融庁では、「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等

（案）」について、平成 26年 5月 2日から 6月 2日にかけて広く意見の募集を行い、その結果

等を平成 26年 6月 20日に公表しました。 

本件の内閣府令は、平成 26 年 6 月 20 日に公布され、店頭デリバティブ取引等の規制に関す

る内閣府令第二条第三項及び第四項に係る部分については、12 月 1 日から施行される予定であ

り、その他の規定に係る部分については 6月 20日より施行されています。 

本件の告示は、平成 26年 6月 20日に公布され、7月 1日から施行されています。 

本件内閣府令等の概要は、以下のとおりです。 

 

１．清算集中義務の対象者の拡大（内閣府令） 

金融商品取引法第 156条の 62第２号の取引に係る清算集中義務の対象者を、過年度の各月

末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本の合計額の平均額が 3,000 億円以上（平

成 26年 12月 1日から平成 27年 11月 30日までの間については、過年度の各月末日における

店頭デリバティブ取引に係る想定元本の合計額の平均額が１兆円以上）の金商業者等とする

こととしました。 

http://www.fsa.go.jp/news/25/20140604-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/20140604-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/20140604-1.html
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また、上記の対象となる金商業者等が当局に届出を行い、当局において、届出を行った金

商業者等の名称を一覧にして公表することとしました。 

  ※初年度については、施行日から２月以内に届出を行うこととしています。 

 

２．清算集中義務の対象商品の拡大（告示） 

清算集中義務の対象商品に、ユーロ円ＴＩＢＯＲ３か月物（年限５年以内）、ユーロ円ＴＩ

ＢＯＲ６か月物（年限 10年以内）を追加することとしました。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「店頭デリ

バティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等（案）」に対するパ

ブリックコメントの結果等について」（平成 26年 6月 20日）にアクセスしてください。 

 

 

（７）平成 25 年金融商品取引法等改正（１年半以内施行）等に係る政令・内

閣府令等に対するパブリックコメントの結果等について 

 

金融庁では、平成 25 年金融商品取引法等改正（１年半以内施行）等に係る政令・内閣府令

案等について、金融商品取引法施行令等改正案を平成 26年 4月 25日から 5月 26日にかけて

広く意見の募集を行い、それらの結果等を平成 26年 6月 27日に公表しました。 

本件の政令は、平成 26年 6月 27日に閣議決定され、内閣府令等と併せて、平成 26年 7月

2日に公布されており、平成 26年 12月 1日から施行されます（注）。 

本件の政令・内閣府令等の主な改正内容は、以下のとおりです。 

（注）金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正のうち「４．事業報告書記載事項の追

加」については、平成 27 年４月 1 日以後に提出される事業報告書について適用され

ます。 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正については、平成 26

年 6月 27日より適用されています。 

 

○金融商品取引法施行令の一部改正 

投資信託及び投資法人に関する法律（以下、「投信法」という。）における新投資口予約権に

係る制度の創設及び自己投資口の取得禁止の緩和を踏まえ、金融商品取引法（以下、「金商

法」という。）改正により、投資証券である上場等株券等の発行者が行うその売買に関する規

制の導入等所要の措置が講じられたことに伴い、必要な事項を定めました。 

 

○投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正 

１．投資法人の資金調達・資本政策手段の多様化に伴う所要の規定の整備 

投信法改正により、新投資口予約権に係る制度が創設され、及び自己投資口の取得禁止

が緩和されたことに伴い、自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的と

する特定資産の内容として不動産等を定める等、所要の規定の整備を行いました。 

 

２．金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外 

機関投資家向けの委託者指図型投資信託の設定・償還につき、有価証券等のうち時価評

価が容易なものを用いる場合には、受益者保護に欠けるおそれが少ないことから、現物設

http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140620-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140620-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140620-5.html
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定・現物償還を認めました。 

 

３．投資法人による他法人株式の過半取得禁止の例外 

投信法改正により、投資法人が行うことを禁止されている他法人の株式の過半取得に関

し、外国の法令の規定その他の制限により当該国における不動産取引を行うことができな

い場合に限り、海外不動産を保有する法人（以下、「海外不動産保有法人」という。）の株

式の過半取得が容認されました。これに伴い、過半取得が認められる場合について定めま

した。 

 

○特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正 

１．「みなし有価証券届出書」制度の導入に伴う所要の整備 

金商法改正により、いわゆる「証券情報」のみを記載した書面（募集事項等記載書面）

を有価証券報告書と併せて提出した場合に、これらを有価証券届出書とみなす制度が導入

されました。これに伴い、当該制度の対象となる有価証券として「投資信託受益証券」等

を定めるなど、所要の整備を行いました。 

 

２．報告書代替書面制度活用のための所要の整備 

報告書代替書面制度について、「金融商品取引所の規則」に類するものとして、金融商

品取引業協会の規則を定めるなど、所要の整備を行いました。 

 

３．投資信託のリスク及び販売手数料・信託報酬等に関する説明の充実 

投資信託に係る有価証券届出書及び目論見書に、過去の基準価額の変動を他の代表的な

投資資産と比較するための図表等を用いた投資リスクに関する説明、販売手数料・信託報

酬等の対価として提供する役務に関する説明を記載しました。 

 

４．投資法人の資金調達・資本政策手段の多様化に伴う所要の整備 

投信法改正により、新投資口予約権に係る制度が創設され、及び自己投資口の取得禁止

が緩和されたことに伴い、所要の整備を行いました。 

 

５．受益証券発行信託等に係る「受託者情報」等の記載の見直し 

受益証券発行信託等の受託者等が、有価証券報告書提出会社である場合には、有価証券

届出書の「受託者情報」等の欄に財務諸表等を記載することに代えて、有価証券報告書等

の継続開示書類を提出している旨の記載で足りることとするなど、所要の整備を行いまし

た。 

 

○有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正 

１．上場等株券等の発行者が行うその売買に関する規制の内容 

金商法改正により、投資証券である上場等株券等の発行者が行うその売買に関する規制

が導入されたことに伴い、「上場等株券等の取引の公正の確保のため必要かつ適当である

と認める事項」の具体的内容を定めました。 

 

２．上場投資法人等の機関決定に係る重要事実の軽微基準の追加 

金商法改正により、インサイダー取引規制の重要事実において新投資口予約権無償割当
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てが定められたことに伴い、その軽微基準を定めました。 

 

○投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正 

１．運用報告書の二段階化 

投信法改正により、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面の作

成・交付が義務づけられました。これに伴い、当該書面の作成・交付の頻度を定めました。 

また、運用報告書に記載すべき事項について、投資信託約款において定めている場合に

は、電磁的方法による提供が可能となりました。これに伴い、電磁的方法による提供の方

法の内容を定めました。 

 

２．金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外の範囲拡充 

（１）金銭と現物を混合した上場投資信託（ＥＴＦ）の設定・交換の容認 

ＥＴＦの設定・交換において、運用の対象である各銘柄の有価証券の配当落ち又は権

利落ちを跨ぐこととなる場合、当該各銘柄の有価証券現物に代えて、金銭をもって設

定・交換を行うことを可能としました。 

 

（２）機関投資家向けの委託者指図型投資信託の現物設定・現物償還の容認 

投資信托及び投資法人に関する法律施行令の一部改正のうち、上記２の改正に伴い、

その受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われる委託者

指図型投資信託の設定・償還について所要の整備を行いました。 

 

３．指定資産の追加 

指定資産に、金融商品取引所に上場しているデリバティブ商品又は金融商品取引清算機

関が取り扱うデリバティブ商品を店頭デリバティブ取引として行うものを追加しました。 

 

４．利益相反行為の受益者への開示時期、方法の見直し 

利益相反のおそれがある行為が行われた場合の受益者等への書面交付の手法について、

その受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われた場合は、当該書面に記載

すべき事項を公告し、かつ運用報告書に記載することにより、受益者への書面交付に代え

ることを可能としました。 

 

５．書面決議を要する投資信託約款変更の範囲の見直し 

投資信託約款の変更について、書面決議を要することとなる「その変更の内容が重大な

もの」への該当基準を、「商品としての基本的な性格を変更させることとなるもの」に変

更しました。 

 

６．書面決議を要する併合手続きの見直し 

投信法改正により、投資信託の併合において、受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの

に該当する場合には、書面決議を要しないこととされました。これに伴い、「受益者の利

益に及ぼす影響が軽微なもの」の内容（併合の前後で商品としての基本的な性格に相違が

ないこと等）を定めました。 

 

７．反対受益者の受益権買取請求を適用しない投資信託の規定 
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投信法改正により、重大な約款の変更等に反対した受益者の受益権買取請求権について、

受益者の保護に欠けるおそれがない投資信託に限り、適用されないこととされました。こ

れに伴い、受益者の保護に欠けるおそれがない投資信託の内容を定めました。 

 

８．運用財産相互間取引の禁止の適用除外拡充 

委託者非指図型投資信託における投資信託財産相互間取引について、「対象特定資産取

引」に指定外国金融商品取引所に上場されている有価証券の売買を追加しました。 

 

９．委託者非指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為の追加 

委託者非指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為として、その受益証券の取

得の申込みの勧誘が公募の方法により行われている委託者非指図型投資信託の信託財産に

関し、信用リスクを適正に管理する方法としてあらかじめ定めた合理的な方法に反するこ

ととなる取引を行うことを内容とした運用を行うことを追加しました。 

 

10．規約の記載事項の細目の改正 

投信法改正により、投資法人が行うことを禁止されている他法人の株式の過半取得に関

し、外国の法令の規定その他の制限により当該国における不動産取引を行うことができな

い場合に限り、海外不動産保有法人の株式の過半取得が容認されました。投資法人が主と

して不動産等資産に対する投資として運用する場合はその旨を規約に記載することとされ

ているところ、当該不動産等資産に発行済株式の過半を取得する海外不動産保有法人の株

式を追加しました。 

 

11．資産運用の制限の例外となる法人の要件 

投信法改正により、一定の場合に限り、投資法人による海外不動産保有法人の株式の過

半取得が容認されました。これに伴い、当該法人が得た収益のうち配当可能な部分を投資

法人に配当すること等、当該海外不動産保有法人の要件を定めました。 

 

12．利害関係人等との取引の制限の例外 

投信法改正により、投資法人と資産運用会社の利害関係人等との間で不動産等の特定資

産に係る取引を行う場合、「登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なもの」を除き、事

前に投資法人の役員会において同意を得なければならないこととされました。これに伴い、

「軽微なもの」の内容を定めました。 

 

13．利害関係人等の範囲の拡大 

監督役員の欠格要件に該当する者に、現行の資産運用会社の利害関係者に加えて、スポ

ンサー企業（資産運用会社の親会社等）の利害関係者を追加しました。 

 

14．投資法人の資金調達・資本政策手段の多様化に伴う所要の整備 

投信法改正により、新投資口予約権に係る制度が創設され、及び自己投資口の取得禁止

が緩和されたことに伴い、所要の整備を行いました。 

 

○投資信託財産の計算に関する規則の一部改正 

投信法改正により、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面の作成・
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交付が義務づけられました。これに伴い、当該書面の記載事項を定めるとともに、作成時期を

定めました。 

また、運用報告書及び当該書面には、信託報酬等の対価として提供する役務に関する説明を

記載することとしました。 

 

○投資法人の計算に関する規則の一部改正 

投信法改正により、新投資口予約権に係る制度が創設され及び自己投資口の取得禁止が緩和

されたことに伴い、新投資口予約権の発行や行使に伴う処理や投資法人が自己投資口を消却す

る場合の出資総額等からの控除等、計算に関する所要の事項について定めました。 

 

○金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正 

投信法改正による新投資口予約権に係る制度の創設に伴い、「引受人」の定義に関連して、

新株予約権証券に準ずるものとして新投資口予約権証券を追加する等所要の整備を行いました。

なお、かかる追加により、引受証券会社による新投資口予約権の行使勧誘についての虚偽告知

の禁止等、各種の行為規制が適用されることとなりました。 

 

○金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正 

１．運用財産相互間取引の禁止の適用除外拡充 

運用財産相互間取引について、「対象有価証券売買取引等」に指定外国金融商品取引所

に上場されている有価証券の売買を追加しました。 

 

２．損失補てん禁止の例外 

金商法改正により、権利者と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その

他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得又は保有され

る投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補てんすることが、投資運用業に関する

禁止行為である損失補てん禁止の例外とされました。これに伴い、かかる例外の対象とな

る投資信託をＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）と定めました。 

 

３．投資運用業者の禁止行為の追加 

投資運用業に関する禁止行為として、その受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法

により行われている委託者指図型投資信託に係る運用財産に関し、信用リスクを適正に管

理する方法としてあらかじめ定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内

容とした運用を行うことを追加しました。 

 

４．事業報告書記載事項の追加 

事業報告書において、投資助言・代理業者が行う投資助言業務の状況の記載事項を追加

しました。 

 

○金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正 

無登録による第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業に該当する行為について明確

化しました。 

 

その他、所要の改正を行いました。 
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※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「平成 25 年金融商品取引法等

改正（１年半以内施行）等に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結

果等について」（平成 26年 6月 27日）にアクセスしてください。 

 

 

（８）「外国銀行代理業務に関するＱ＆Ａ」の公表について 

 

平成 20年金融商品取引法等の一部を改正する法律により導入された外国銀行代理業務制度は、

銀行が従前営めなかった外国銀行の業務の代理又は媒介を可能とすることにより、国際的に事

業展開する企業への効率的な金融サービスの提供を促進することを図ったものです。 

外国銀行代理業務制度が導入され 5 年が経過し、その間、銀行における外国銀行代理業務に

関する実務等について、様々な照会が当庁に対して寄せられており、それらの照会を体系づけ

て整理し、Ｑ＆Ａの形で公表することが、行政の透明性・予測可能性の向上にとって重要であ

るほか、銀行による上記のような金融サービスの提供の促進に寄与すると考えられることから、

6月 26日に「外国銀行代理業務に関するＱ＆Ａ」を策定し、公表しました。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から、「「外国銀行

代理業務に関するＱ＆Ａ」の公表について」（平成 26 年 6 月 26 日）にアクセスしてくだ

さい。 

 

 

（９）「インサイダー取引規制に関するＱ＆Ａ」の追加について 

 

昨年 12 月に公表された「金融・資本市場活性化に向けての提言」において、インサイダー

取引規制に関して、「上場会社の役職員等が持株保有に過度に慎重になっているとの指摘もみ

られる」との言及があったことを踏まえ、Ｑ＆Ａの問３を公表しました。 

 

＜概要＞ 

上場会社の内部情報を知り得る特別の立場にある「会社関係者」が、未公表の「重要事実」

を知って売買等を行うことは、一般の投資家と比べて著しく有利となって極めて不公平であり、

そのような売買等が横行すれば、証券市場の公正性・健全性に対する投資家の信頼を損なうお

それがあります。インサイダー取引規制は、このような投資家の信頼を確保する観点から、

「会社関係者」による一定の売買等を禁止しているものと考えられます。 

しかしながら、投資家の信頼確保という観点からは、「会社関係者」が未公表の「重要事

実」を知った後に売買等を行ったとしても、当該売買等が「重要事実」を知ったことと無関係

に行われたことが明らかであれば、それにより証券市場の公正性・健全性に対する投資家の信

頼性を損なうおそれは乏しく、インサイダー取引規制によって抑止を図ろうとする売買等には

該当しないものと考えられます。 

 

http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140627-13.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140627-13.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140627-13.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140626-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140626-5.html
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※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から、「「インサイ

ダー取引規制に関するＱ＆Ａ」の追加について」（平成 26年 6月 27日）をご覧下さい。 

 

 

（10）中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要 

 

中小企業金融の実態把握の一環として、平成 26年 5月に、全国の財務局等を通じて、各都道

府県の商工会議所 47先を対象に、会員企業の業況や資金繰りの現状と先行き等について聴き取

り調査を実施したところ、その調査結果の概要は、以下のとおりとなりました。 

 

１．中小企業の業況感は、現状Ｄ．Ｉ．は消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動等によ

る影響により、前回調査に比べ 24ポイント低下し、マイナスに転じています。業種別の現状

Ｄ．Ｉ．では、特に小売業、建設業、サービス業が前回調査に比べ大幅な低下となっていま

す。なお、先行きＤ．Ｉ．は前回調査に比べ 9ポイント低下しています。 

悪いと判断した場合の要因としては、「売上げの低迷」の割合が最も大きく、次いで、｢仕

入原価の上昇等｣となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．中小企業の資金繰りは、前回調査に比べ、現状Ｄ．Ｉ．は 4 ポイント、先行きＤ．Ｉ．は、

2ポイント低下しています。 

悪いと判断した場合の要因としては、「販売不振・在庫の長期化等、中小企業の営業要

因」のみとなっています。 

（単位：％）

① ② ③ ④ ⑤
原油・原材料価格
等、仕入原価の上
昇、及び販売先と
の関係による販売
価格への転嫁の
遅れ

需要の低迷による
売上げの低迷

競争過多による販
売価格の下落

株式・為替市場は
じめグローバルな
市場変動の影響

東日本大震災や福島
原子力発電所事故等
の影響によるもの（①
～④に該当しないも
の）
例：営業建物の損壊、
原材料の調達不能、
節電による業務の縮
小等

▲13 ▲19 37.8 45.9 10.8 2.7 2.7
（ 9 ） （ ▲9 ） （ 41.4 ） （ 31.0 ） （ 20.7 ） （ 0.0 ） （ 6.9 ）

▲55 ▲47 23.1 56.4 15.4 2.6 2.6
（ ▲17 ） （ ▲34 ） （ 22.2 ） （ 45.8 ） （ 26.4 ） （ 4.2 ） （ 1.4 ）

▲34 ▲43 23.9 56.7 13.4 3.0 3.0
（ ▲28 ） （ ▲43 ） （ 30.8 ） （ 43.1 ） （ 20.0 ） （ 4.6 ） （ 1.5 ）

13 ▲4 37.0 33.3 29.6 0.0 0.0
（ 62 ） （ 19 ） （ 40.0 ） （ 40.0 ） （ 20.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ）

▲23 ▲19 8.3 72.2 16.7 0.0 2.8
（ 9 ） （ ▲15 ） （ 20.7 ） （ 65.5 ） （ 13.8 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ）

▲11 ▲11 15.8 68.4 15.8 0.0 0.0
（ 2 ） （ ▲9 ） （ 22.2 ） （ 55.6 ） （ 22.2 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ）

▲30 ▲36 49.1 30.9 16.4 3.6 0.0
（ ▲23 ） （ ▲28 ） （ 58.3 ） （ 22.9 ） （ 14.6 ） （ 4.2 ） （ 0.0 ）

▲22 ▲26 28.5 51.4 16.0 2.2 1.9
（ 2 ） （ ▲17 ） （ 33.3 ） （ 42.0 ） （ 20.3 ） （ 2.9 ） （ 1.4 ）

（注１）Ｄ．Ｉ． ＝ 「良い」と回答した先数構成比 － 「悪い」と回答した先数構成比
（注２）悪いと判断した場合の要因については、複数回答可としており、複数の回答の総計を分母とする割合として示している。
（注３）表中の括弧書は26年2月時点の調査結果

平均

製造業

小売業

卸売業

建設業

不動産業

運輸業

サービス業

区分

Ｄ．Ｉ．（良い－悪い） 悪いと判断した場合の要因（回答割合）

現状 先行き

http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140627-12.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140627-12.html
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※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「中小企業の

業況等に関するアンケート調査結果の概要」（平成 26年 6月 27日）にアクセスしてくだ

さい。 

 

 

（11）証券決済リスク削減に向けた市場関係者の取組の進捗状況について 

 

「金融・資本市場に係る制度整備について」（平成 22年 1月 21日）（以下、「制度整備」とい

う。）では、先般の世界金融危機において認識された重要な課題の一つとして、「国債取引・貸

株取引等の証券決済・清算態勢の強化」が盛り込まれました。これを受け、市場関係者におい

て、証券決済リスク削減に向けた各取組の実施時期・実行期限等を定めた工程表の作成や、工

程表に沿った検討・対応が進められてきたところです。 

金融庁としては、市場関係者による、かかる工程表の作成や、工程表に沿った取組みは、我

が国市場全体の決済リスク削減の進展につながるとともに、ひいては、我が国金融システムの

安定に資すると考え、今後も、工程表に沿った取組の実施を支援することとします。 

工程表については、半年毎（平成 22年 12月、平成 23年 6月、平成 23年 12月、平成 24年

6 月、平成 24 年 12 月、平成 25 年 6月、平成 25年 12 月）にアップデートしており、平成 26

年 6月 24日時点の進捗状況は、以下のとおりです。 

 

１．国債取引 

（１）経緯及び進捗状況 

（ 参 考 ） 

（単位：％）

① ② ③ ④ ⑤
販売不振・在庫の
長期化等、中小企
業の営業要因

金融機関の融資
態度や融資条件
等

改正貸金業法施
行の影響等、ノン
バンクの融資態
度・動向

セーフティネット貸
付・保証等、信用
保証協会や政府
系金融機関等の
対応

東日本大震災や福島
原子力発電所事故等
の影響によるもの（①
～④に該当しないも
の）
例：被災による担保価
値の下落、取引先の
被災による入金の遅
れ等

▲11 ▲19 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
（ ▲9 ） （ ▲21 ） （ 100.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ）

▲34 ▲34 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
（ ▲21 ） （ ▲38 ） （ 100.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ）

▲17 ▲21 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
（ ▲17 ） （ ▲26 ） （ 100.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ）

4 ▲13 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
（ 11 ） （ 6 ） （ 100.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ）

▲19 ▲19 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
（ ▲11 ） （ ▲15 ） （ 100.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ）

▲7 ▲13 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
（ ▲4 ） （ ▲11 ） （ 100.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ）

▲19 ▲32 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
（ ▲28 ） （ ▲36 ） （ 100.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ）

▲15 ▲22 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
（ ▲11 ） （ ▲20 ） （ 100.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ） （ 0.0 ）

（注１）Ｄ．Ｉ． ＝ 「良い」と回答した先数構成比 － 「悪い」と回答した先数構成比
（注２）悪いと判断した場合の要因については、複数回答可としており、複数の回答の総計を分母とする割合として示している。
（注３）表中の括弧書は26年2月時点の調査結果

現状 先行き
区分

Ｄ．Ｉ．（良い－悪い） 悪いと判断した場合の要因（回答割合）

平均

製造業

小売業

卸売業

建設業

不動産業

運輸業

サービス業

http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140627-6.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140627-6.html
http://www.fsa.go.jp/news/21/syouken/20100121-7.html
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「制度整備」による要請を踏まえ、平成 22 年 6 月 29 日、日本証券業協会、（株）日

本国債清算機関（現在の（株）日本証券クリアリング機構、以下、「ＪＳＣＣ」とい

う。）及び信託協会により、「国債取引の決済リスク削減に関する工程表」（以下、「国

債工程表」という。）が作成・公表されました。その後、上記３者をはじめとする市場

関係者において検討が進められ、平成 22 年 12 月以降半年毎に検討結果が公表されて

いるところです。 

昨年 12 月以降、更に検討を重ねた結果、今般、（２）の通り各種の対応・合意がな

されてきたところであり、これを反映して更新された「国債工程表」が、6 月 24 日に

公表されました。 

 

（２）検討結果 

○決済期間の短縮化 

・市場関係者を対象とした市場の実態把握のための調査に係る報告書を踏まえ、国

債アウトライト取引の決済期間のＴ＋１化実現に向けた取引手法等について議論

をしました。 

・26年 6月に「グランドデザイン」の暫定版をとりまとめました。 

○国債清算機関の態勢強化 

・参加者の破綻を想定した資金調達スキームに係る検討等を踏まえて、業務方法書

等の見直しを行い、本年 6月から施行しました。 

○清算機関の利用拡大 

・信託銀行は、投資家等への説明等を進め、本年 6 月にＪＳＣＣへの参加を開始し

ました。 

 

２．貸株取引 

「制度整備」による要請を踏まえ、平成 22 年 12 月に（株）証券保管振替機構、（株）

ほふりクリアリング及び市場関係者（証券会社、日本証券金融、信託銀行）により構成

される貸株取引専門部会より、「貸株取引に係る決済リスク削減に関する工程表」（以下、

「貸株工程表」という。）が作成・公表されました。 

（注）「国債工程表」及び「貸株工程表」の本体については、下記の各機関のウェブサ

イトをご覧ください。 

・ 日本証券業協会 

http://market.jsda.or.jp/shiraberu/saiken/kessai/jgb_kotei/index.html 

・ 信託協会 

http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news260624.html 

・（株）日本証券クリアリング機構 

http://www.jscc.co.jp/information/pickup/ 

・（株）証券保管振替機構 

http://www.jasdec.com/news/20110629.html 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「証券決

済リスク削減に向けた市場関係者の取組の進捗状況について」（平成 26 年 6 月 24 日）

にアクセスして下さい。 

 

http://www.jasdec.com/news/20110629.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140624-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140624-1.html
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（12）保険会社に対する統合的リスク管理態勢ヒアリングの実施とその結果

概要について 

 

保険会社を取り巻くリスクが多様化・複雑化している中、保険会社が将来にわたり財務の健

全性を確保していくため、規制上求められる資本等の維持や財務情報の適切な開示に加え、保

険会社が自らの経営戦略と一体で、全てのリスクを統合的に管理し、事業全体でコントロール

する統合的リスク管理態勢を整備し、高度化していくことが重要です。 

金融庁では、平成 23 年以降、ＥＲＭ(Enterprise Risk Management)ヒアリングを実施して、

保険会社における統合的リスク管理態勢の実態把握を行うと共に、保険業界全体の統合的リス

ク管理の促進を図るため、その結果概要を公表してきました。また、平成 26年 2月には、「保

険会社向けの総合的な監督指針」を改定し、ＯＲＳＡ(Own Risk and Solvency Assessment)を

含む統合的リスク管理態勢に関する項目を整備しました。 

※ＯＲＳＡ：保険会社・グループが、現在及び将来のリスクと資本等を比較し、資本等の

十分性の評価を自らが行うと共に、リスクテイク戦略等の妥当性を総合的に

検証するプロセス。 

  

こうした中、ＯＲＳＡに関するプロセスをレポート化し、社内・グループ内で報告及び共有

すると共に、監督当局に報告する制度の導入準備が欧米等において進められております。金融

庁においても、試行的に、ＯＲＳＡレポートの作成及び提出を求めると共に、当レポートに基

づくヒアリングを実施し、保険会社における統合的リスク管理態勢の実態把握を行いました。 

 

１．主なヒアリング内容 

今回のヒアリングでは、会社の規模や事業・リスク特性等を踏まえて抽出した保険会社・

保険持株会社 25社を対象としました。 

 （１）要旨(全体の取り纏め) 

 （２）経営戦略及びリスクに対する認識 

 （３）ＥＲＭに関する組織体制 

 （４）リスク管理方針 

 （５）リスクプロファイルとリスクの測定 

 （６）リスクとソルベンシーの自己評価 

 （７）経営への活用 

 （８）ＯＲＳＡの評価・検証 

 

２．ヒアリングの結果概要 

今回のヒアリングを通じて、損害保険会社に加え生命保険会社においても、リスク選好に

基づくＥＲＭフレームワークの具体的な整備を実施又は検討を開始する社があり、ＥＲＭ態

勢の改善・充実が進展していることが確認できました。一方、リスクベースの収益性指標の

事業戦略・経営計画への活用、グループ内各社のＥＲＭ態勢の整備、ＯＲＳＡの評価・検証

の取り組みなど、多くの保険会社・グループに共通する課題もあり、引き続きＥＲＭ態勢の

整備に取り組んでいくことが重要です。 

金融庁としては、今後も、保険会社のＥＲＭ態勢の現状と課題を定期的に確認し、必要に

応じ高度なリスク管理態勢の構築を求めていくことで、保険業界全体のＥＲＭ態勢の高度化
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を促してまいりたいと考えております。 

 

３．ＯＲＳＡレポートについて 

保険会社に対してＯＲＳＡレポートの作成及び提出を求めることは、金融庁としては初め

ての試みでしたが、ＯＲＳＡレポートが、監督当局として各保険会社のＥＲＭ態勢を、業界

横断的に横串を通して把握するツールとして有用であることが確認できました。 

金融庁としては、国際的な保険監督動向なども踏まえつつ、ＯＲＳＡ報告の本格導入に向

けて、引き続き検討を進めてまいります。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から、「保険会社

に対する統合的リスク管理態勢ヒアリングの実施とその結果概要について」(平成 26 年 6

月 30 日)にアクセスしてください。 

 

 

（13）EDINET Award for Project Excellence受賞について 

 

 2014年 6月 9日から 6月 11日にかけて、XBRL International※１主催の第 27回 XBRL国

際会議※2が米国オーランドで開催されました。 

 今回の XBRL 国際会議のテーマは、XBRL データの質の高度化と利用促進であり、各国より

規制当局、証券取引所、情報ベンダー等が参加し、本テーマについて議論が行われました。 

当庁のこれまでの EDINETにおける XBRLへの取組み（平成 25年 9月から inline XBRL※3

を導入したこと、対象範囲の拡大及び多くの投資家に利用されていること等）が評価され、

XBRL Internationalから当庁に対し、Award for Project Excellenceが授与されました。 

 

（※１）XBRL（eXtensible Business Reporting Language）の開発・普及を促進すること

を目的として設立された非営利組織（アメリカデラウェア州で登記）。40 ヵ国以上、

600を超える企業・団体が参加。 

（※２）XBRL を導入済みあるいは導入を計画している国が持ち回りで開催。日本では 2012

年 11月に横浜で開催された。 

（※３）XHTML に XBRL のタグを組み込む形式。一つの提出書類で、ブラウザー上の表示と

XBRLデータとしての利用の両方を兼ねることができる。 

 

※ 詳しくは、XBRL Internationalのホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/25/hoken/20140630-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/hoken/20140630-4.html
http://www.xbrl.org/news/2014-awards-project-excellence-and-volunteer-leadership
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一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引の勧誘が行われることは、

考えられません。 

↓ 

・こうした取引の勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関わら

ないようにしてください。 

法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、金融

庁（財務局）の登録・届出を受けた業者に限られます。 

↓ 

・これ以外の者が勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関らな

いようにしてください。 

・ただし、登録や届出を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力

等を保証するものではありません。登録業者等からファンドへの出資の勧誘等を受けた場

合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解した上で、

投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。 

金融庁や証券取引等監視委員会の職員が、電話等により、投資に関して情報提供やアド

バイスを行うことや、民間の業者等に対する投資に関与することは一切ありません。 

↓ 

・こうした取引の勧誘は、いわゆる劇場型の投資詐欺等であり、絶対に関わらないよう

にしてください。 

   

 

 

（１）その「もうけ話」、大丈夫ですか？  詐欺的な投資勧誘にご注意を！ 

「未公開株」や「ファンド」取引に関する詐欺的な投資勧誘が多発しています。くれぐれ

もご注意ください！ 

実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上で行うことが重要です。

少しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることを含めて、慎重に対応することをお

勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんご注意ください！ ＆ 情報提供のお願い 

「未公開株」や「私募債」の取引に関するご注意 

「ファンド（組合など）」取引に関するご注意 

金融庁や証券取引等監視委員会の職員を装った投資勧誘等に関するご注意  
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不審な勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をご提供下さい。 

 

 

（２）皆様からの情報提供が市場を守ります！ 

（イ）情報提供窓口 

証券取引等監視委員会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から、「相場

操縦」や「内部者取引」、「風説の流布」といった個別銘柄に関する情報、「有価証券報告書

等の虚偽記載」や「疑わしいファイナンス」といった発行体に関する情報、「金融商品取引

業者による不正行為等」に関する情報、「疑わしい金融商品・ファンドなどの募集」に関す

る情報など、市場において不正が疑われるような情報の提供を電話や郵送、ＦＡＸ、イン

ターネット等により受け付けています。寄せられた情報は、各種調査・検査や日常的な市

場監視を行う場合の有用な情報として活用しています。 

（注）個別のトラブル処理・調査等の依頼につきましては対応していませんので、ご了承ください。 

◆証券取引等監視委員会 情報提供窓口 

https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/ 

直 通：03－3581－9909（情報提供窓口直通） 

代 表：03－3506－6000（内線3091、3093） 

ＦＡＸ：03－5251－2136 

郵送（共通）：〒100－8922 

東京都千代田区霞が関3－2－1 中央合同庁舎第7号館 

 

 

 

◆金融庁金融サービス利用者相談室（受付時間：平日10時～17時） 

電話（ナビダイヤル）：0570－016811 

※ＩＰ電話からは、03－5251－6811におかけください。 

ＦＡＸ：03－3506－6699 

◎ 金融庁ウェブサイトでは、より詳しい情報や、勧誘を行う業者が金融庁（財務局） 

の登録を受けているかを確認できます。 

        ↓ 

免許・許可・登録等を受けている業者一覧（金融庁ウェブサイト） 

 

◎ なお、金融庁（財務局）の登録を受けている業者であっても、 

・その信用力などが保証されているものではありません。 

・「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは、禁じられています。 

  ・詳細は下記ウェブサイトにアクセスしてください。 

        ↓ 

詐欺的な投資勧誘等にご注意ください！（金融庁ウェブサイト） 

 

http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html
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（ロ）年金運用ホットライン 

平成 24 年 4 月より、年金運用の分野に関し、実名で情報提供いただける方を対象とする

専用の窓口（年金運用ホットライン）を設置し、投資運用業者による疑わしい運用等の情

報等、幅広い情報の収集に努めています。特に詳細な情報提供を頂ける場合、「年金運用の

専門家」が対応いたします。これら専用の窓口も、是非ご利用下さい。 

◆証券取引等監視委員会 年金運用ホットライン 

http://www.fsa.go.jp/sesc/support/pension.htm 

直 通：03－3506－6627 

電子メール：pension-hotline@fsa.go.jp 

 

 

（ハ）公益通報・相談窓口 

公益通報者保護法の公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の対応も行っ

ています。 

◆証券取引等監視委員会 公益通報・相談窓口 

http://www.fsa.go.jp/sesc/koueki/koueki.htm 

直 通：03－3581－9854 

ＦＡＸ：03－5251－2198 

電子メール：koueki-tsuho.sesc@fsa.go.jp 

 

http://www.fsa.go.jp/sesc/support/pension.htm
mailto:pension-hotline@fsa.go.jp
http://www.fsa.go.jp/sesc/koueki/koueki.htm
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このコーナーは、平成 26 年 6 月の「報道発表」から特にアクセス数の多かったページを掲

載しています。なお、過去のアクセス数の多いページをご覧になりたい方は、金融庁ウェブ

サイトのアクセス数の多いページ（過去の情報等）にアクセスしてください。 

 

○ 金融庁（及び財務局等）が検査実施中の金融機関 

 

○ 免許・許可・登録等を受けている業者一覧 

 

○ 「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正

（案）に対するパブリックコメントの結果等について  

 

○ 「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫～投資と対話

を通じて企業の持続的成長を促すために～の受入れを表明した機関投資家のリストの公

表（第１回）について 

 

○ 「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表について 

 

○ 「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫～投資と対話

を通じて企業の持続的成長を促すために～の確定について 

 

○ 貸金業法のキホン 

 

○ 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について 

 

○ 「金融・資本市場活性化に向けて重点的に取り組むべき事項（提言）」の公表について 

 

○ 適格機関投資家等特例業務の見直しに係る政令・内閣府令案等の公表について 

 

 

 

 

金融庁ウェブサイトへのアクセスランキング 

http://www.fsa.go.jp/common/pop_kako.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/k_jyouhou/fsa.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/20140604-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/20140604-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140610-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140610-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140610-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140604-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/singi/20140227-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/singi/20140227-2.html
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/kihon.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
http://www.fsa.go.jp/singi/kasseika/20140612.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140514-1.html
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（１）中小企業等金融円滑化相談窓口 

各財務局・財務事務所に中小企業等金融円滑化相談窓口を設置しました。どうぞご遠慮なく、

ご相談ください。 

●以下のような点について、ご質問・ご相談等はございませんか。 

１．中小企業金融円滑化法の期限到来後における金融機関や金融庁・財務局の対応 

２．借入れや返済について、取引金融機関との間でお困りのこと 

３．経営改善や事業再生に関する中小企業支援策の内容 

●各財務局・財務事務所の担当職員が、皆様のさまざまなご質問やご相談等にお答えいたし

ます。また、助言等も積極的に行います。 

●ご相談内容に応じて専門の機関をご紹介いたします。 

《受付時間》 

平日 9時～16時 

 

※お問い合わせ先については、「ご相談は財務局・財務事務所の金融円滑化窓口へ！～中小企業

等金融円滑化相談窓口のご案内～」にアクセスしてください。 

 

 

 

（２）東日本大震災関連情報 

金融庁では、引き続き、以下を窓口として「東日本大震災関連情報」を提供しています。 

 

◆金融庁ウェブサイト 

「東日本大震災関連情報」 

（URL:http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html） 

「金融機関等の相談窓口一覧」 

（URL:http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html） 

◆金融庁携帯サイト 

 「★東日本大震災関連情報」 

（URL：http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html） 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130222-1a.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130222-1a.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html
http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html
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（３）メール配信サービスのお知らせ 

金融庁、証券取引等監視委員会、公認会計士・監査審査会の各ウェブサイトでは、メール配

信サービス（日本語版・英語版）を行っています。 

メールアドレスを登録していただきますと、 

○ 金融庁からは、毎月発行しているアクセスＦＳＡや、日々発表される各種報道発表など、 

○ 証券取引等監視委員会からは、証券取引等監視委員会ウェブサイトの新着情報や、証券

取引等監視委員会の問題意識等のメッセージなど、 

○ 公認会計士・監査審査会からは、公認会計士・監査審査会ウェブサイトの新着情報など 

が、登録いただいたメールアドレスに配信されます。 

御希望の方は、この機会に下記からアクセスして登録してください！ 

 

 日本語版 英語版 

金融庁 「新着情報メール配信サービス」 Subscribing to E-mail 

Information Service 

証券取引等監視委員会 「メールマガジン配信サービス」 Subscribing to E-mail 

Information Service 

公認会計士・監査審査会 「新着情報メール配信サービス」 Subscribing to E-mail 

Information Service 

 

http://www.fsa.go.jp/haishin/service_top.htm
http://www.fsa.go.jp/en/haishin/index.html
http://www.fsa.go.jp/en/haishin/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/en/index.html
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